
新型コ
ロナ対
策

新型コロナウ
イルス感染症
対策時短要請
協力金の補助
対象について

　ゴールデンウイーク終
了後，新型コロナウイル
ス感染症患者が増加し，
時短要請等をする場合
は，ぜひ，県内すべての
飲食店が補助対象となる
ようにお願いしたい。

  営業時間短縮要請は，新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のために実施してお
り，その対象地域については，その時の
感染状況等を踏まえ，どの地域で実施し
たら効果的かという観点から国と調整を
行い，その調整の結果決定した対象地域
において行っています。
　なお，この要請に従い要件を満たす協
力事業者に対して協力金を支給している
ところです。

新型コ
ロナウ
イルス
感染症
対策室

地域づ
くり

　地方の人口減少，地方
活性化については，都会
の方々に地方に興味を
持ってもらい，最終的に
は移住してもらい，そこ
から地域活性化を図るこ
とが重要と考えるが，他
県にないような移住促進
対策を県としても取り組
んでいただきたい。

　移住については，若い世代を中心に地方
回帰の潮流が高まっており，県としては，
大都市圏等からの本県への人の流れをつく
ること，新型コロナウイルス感染症の影響
等による多様な働き方を可能とする環境を
つくることが課題と考えております。
　このため，県では，移住・交流相談員を
東京に配置し，本県への移住に繋がるよう
な相談対応を行っているほか，垂水市など
県内市町村と連携した移住・交流セミナー
の開催やウェブサイト「かごしまで暮ら
す」等による情報発信など，移住に向けた
気運醸成を図っております。
　また，リモートワークなどに対応できる
よう，情報通信の基盤の整備促進などにも
取り組んでおります。
  県としましては，今後とも，市町村と一
体となって，本県への移住人口の増加を目
指した取組を進めてまいります。

地域づ
くり

　大野原地区では鹿大生
との連携も図っているの
で，こういった地域や学
校などの団体に対して
は，支援をお願いした
い。

　県では，中山間地域の集落活性化の実
現に向けて，目指す方向性や施策展開基
本方向等をとりまとめた「中山間地域等
集落活性化指針」を策定し，同指針に基
づき，共生・協働の地域社会づくりや地
域リーダー等の人材の育成など集落活性
化の実現に向けて取り組んでいるところ
です。
　行政だけでなく，地域コミュニティ組
織やＮＰＯ，企業，大学等の多様な主体
が連携した，様々な地域課題解決に向け
た取組を支援しています。
　また，集落外の多様な主体と連携した
農村集落の課題解決を支援しています。
　このほか，「集落ネットワーク圏」
（小さな拠点）における，住民の「くら
し」を支える生活支援の取組や「なりわ
い」を創出する活動を支援する国の事業
などがあります。

地域政
策課

移住促進対策
について

知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

エネル
ギー

自家発電を行
う企業等への
支援について

　企業は消費するエネル
ギーが大きいので，各企
業が独自でソーラー発電
や風力発電等の自家発電
をできるような，そうい
う助成事業みたいなのが
あれば取り組んでみた
い。

　県では，今年度，県内の民間事業者等
を対象に，蓄電池付き太陽光発電や燃料
電池自動車など，自立・分散型のエネル
ギー設備の導入に必要な経費の一部を助
成することとしています。募集要件や募
集期間等については，７月に，県のホー
ムページ等を通じてお知らせしたところ
です。

エネル
ギー政
策課

観光・
ＰＲ

県民が本県離
島を一度は訪
問する県民運
動について

　鹿児島県民は１回でも
県内離島を訪れるといっ
た，大きな旅行の柱にな
るような県民運動をして
はどうか。

　県では，県民による県内での旅行需要
喚起として４月１日から販売した県民向
けプレミアム宿泊券について，離島で使
える分は割引率を上げるなど，離島への
旅行の促進を図っているところです。
　また，県内学校の修学旅行について
も，離島を含めた県内での実施を働きか
けているところです。
　この機会に，多くの県民に離島へ旅行
に行っていただくことを期待していま
す。

観光課

　垂水千本イチョウは，観光名所として
観光客や住民から親しまれているところ
であり，県においては，魅力ある観光地
づくり事業により，周辺の駐車場等を整
備したところです。
　新たな計画等について，同事業を活用
する場合は，市からの提案を受け実施す
ることとしているため，垂水市からも話
を伺いたいと思います。

観光課

　また，県では，県民の森林・林業に関
する理解を深め，森林づくり活動への参
加の促進を図るため，自治会やＮＰＯ，
森林ボランティア団体等が自ら企画・実
施する森林・林業に関する学習・体験活
動を支援する公募事業を行っています。
こうした森林・林業に関する学習・体験
活動の中で，樹木の植栽に対しても支援
を行っておりますので御相談ください。

森づく
り推進
課

　そのほか，森林の多面的機能を持続的
に発揮するため，適正な森林整備・保全
を推進し，森林資源を適切に管理するこ
とにより，多様で健全な森林づくりを進
めているところです。スギやヒノキ，ヤ
マザクラ等を山林に植栽する場合，植栽
に要する経費に対する助成を行っていま
すので御相談ください。

森林経
営課

観光・
ＰＲ

観光資源の磨
き上げに対す
る支援につい
て

　（地域の観光資源であ
る）千本イチョウについ
て，今後，１年中楽しめ
るように，入手した隣地
に桜など他の花木を植え
て，観光資源の磨き上
げ，グレードアップを行
い，アフターコロナの備
えにしたいと考えている
ので，支援をお願いした
い。
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

観光・
ＰＲ

バーチャル観
光旅行につい
て

　バーチャルツアーを県
や自治体が主催してやる
ことで，他の市町村と連
携したツアーづくり，Ｐ
Ｒもできるのではない
か。

　県では，昨年度，鹿児島市内や奄美大
島を巡るバーチャルツアーをベトナム，
シンガポール，中国及び台湾で開催しま
した。
　会場で足湯体験や寿司にぎり体験を再
現したり，焼酎の試飲やさつま揚げなど
の試食を行うなど，バーチャルとリアル
を組み合わせ，より臨場感が増すような
工夫を凝らし，参加者からは好評を得ま
した。
　今後は，北薩編，南薩編，大隅編など
を随時追加していくとともに，実施する
対象国・地域も拡大していきます。
　県としましては，バーチャルツアー
コースの選定や映像制作の際に，引き続
き地元市町村にも協力をいただきながら
実施してまいります。

観光課

文化振
興課

大隅地域での
美術や文化の
必要性につい
て

　大隅地域での美術や文
化の必要性についてどう
考えているか。

　県では，平成30年度に大隅の各地区で
活動している団体などが舞台発表を行う
「県民文化フェスタinおおすみ2018」を
鹿屋市で開催しました。また，令和２年
度に鹿屋市の中学校でバレエ公演を行っ
たほか，今年度には志布志市の小学校で
器楽公演を行いました。
　今後とも，県民がどの地域に住んでい
ても，文化芸術を等しく創造・享受でき
るよう，オンラインの活用等，県民がで
きるだけ身近な場所で，文化芸術を鑑賞
できる機会の充実や，ワークショップ等
の開催を通じて，県民自らが参加し，創
造できるための環境の整備に努めてまい
ります。

文化振
興
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

カーボ
ン

ニュー
トラル

農業での脱炭
素について

　県は農業分野において
脱炭素社会に向けてやっ
ているということを宣言
し，進めていっていただ
きたい。

　本県では，これまで健全な土づくりを
はじめ，ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管
理）技術の普及や堆肥施用，カバーク
ロップの導入等による環境と調和した農
業に向けた取組を推進しているところで
す。
　国においては，本年５月12日に「みど
りの食料システム戦略」を策定したとこ
ろであり，本県においても「脱炭素」に
向けた農業分野での取組を，今後検討し
てまいります。

経営技
術課

子育て
支援

子育て世代が
安心して子育
てができる環
境整備の推進

　知事はマニフェストの
優しく働きやすい福祉の
実現という項目で，保育
サービスや学童保育の充
実など，子育て世代が安
心して，子育てができる
環境を整備を推進します
と掲げられていますが，
具体的に取り組んでいる
ことを伺いたい。

　県では，待機児童の解消に向けた保育
所等の受け皿整備や保育士修学資金の貸
付，保育士人材バンクの活用による保育
士の確保に取り組むとともに，放課後児
童クラブの整備促進や放課後児童支援員
の確保に取り組んでいます。また，地域
の身近なところで親子の交流や相談がで
きる地域子育て支援拠点など，子育て支
援体制の整備に取り組む市町村への支援
を行っています。

子育て
支援課

子育て
支援

過疎地域にお
ける子育てに
ついて

　過疎の集落で生活して
いると，非常に子育てが
しづらいということが問
題。幼稚園まで車で10分
20分かかり，小学校も地
区内にはない状況なの
で，集落内にいる子供た
ちはタクシー等で通って
る状況。集落での子育て
がしづらい。

　幼稚園への通園や小学校への通学手
段・通学区域については，設置者である
市町村や学校法人が，その実態やニーズ
を踏まえて判断しているところです。

子育て
支援課

義務教
育課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

子育て
支援

子供の体験活
動について

　地区内に小学校がな
く，子供たちはタクシー
で遠距離通学をしてい
る。小学校で大事なのが
友達との繋がりや関係性
の構築だと思うが，放課
後に友達と遊んだり一緒
に下校したりすることが
難しく，うちの集落では
子育てはできないと悩ん
でいる。子供たちを集
め，自然の魅力を体験し
ながら，協力することの
素晴らしさを伝えたい
が，今は体験する場がな
いと感じている。

　県教委では，子どもたちの豊かな体験
を充実させるため，学校や青少年教育施
設等における体験活動の充実に努めてい
ます。
　特に，青少年社会教育施設において
は，関係行政機関や民間団体等とも連携
し，自然体験やボランティア活動を含め
た社会体験，国際交流体験など，青少年
を対象とした様々な体験活動を推進して
います。
　また，各地域において土曜日や放課後
等に行われている，学校と地域が連携し
た活動を推進しています。

社会教
育課

子育て
支援

産後ケア事業
を利用できる
対象者の拡充
について

　産後ケアサービスを受
けることができる対象期
間について，生後３，
４ヶ月までがその助成の
対象期間となっているの
で，期間の延長を検討し
てほしい。

　母子保健法が改正され，令和３年４月
より，産後ケアの対象は「産後ケアを必
要とする出産後一年を経過しない女子及
び乳児」につき，産後ケア事業を行うよ
う努めなければならないとされたところ
です。
　お住まいの垂水市は，対象について，
現在は３か月としていますが，産後１年
間とするよう要綱等の改正作業を行って
いるとのことです。
　今後とも，市町村において改正母子保
健法に沿った産後ケア事業が実施される
よう，助言等を行っていきたいと考えて
おります。

子ども
家庭課

子育て
支援

妊産婦に対す
る支援につい
て

　お母さんが安心して育
児が可能で，精神的な負
担が軽減されると，次の
２人目３人目を生もうと
いう気持ちが強くなるの
ではないか。子育て支援
というと，生まれた子供
たちに，医療費の助成や
保育料の助成など，生ま
れると恩恵を受けられる
ことが多いが，その前の
段階の方達があまり恩恵
を受けてないなと感じて
いる。そこの部分をもう
少しサポートしていただ
きたい。

　県では，妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援を一体的に提供するた
めに,市町村における子育て世代包括支援
センターの設置を促進しているところで
す。
　子育て世代包括支援センターにおいて
は，妊娠期から子育て期にわたるまでの
母子保健や育児に関する様々な悩み等に
円滑に対応するため，保健師等が専門的
な見地から相談支援等を実施していると
ころです。

子育て
支援課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

子育て
支援

子育て支援員
の処遇改善に
ついて

　子育て支援員は，賃金
面や処遇面であまり優遇
されていないため，離職
者が大変多くなってい
る。経済的な支援もお願
いしたい。

　子育て支援員の方々には，市町村が設
置する地域子育て支援拠点などにおいて
御活躍いただいているところです。県で
は，地域子育て支援拠点に対し，職員に
要する経費を含め,国の定める基準に基づ
き算定した運営費等を交付しているとこ
ろであり，その基準額は毎年度増額され
ています。

子育て
支援課

外国人
材支援

外国人技能実
習生の確保に
ついて

　技能実習生の受入れを
６年前からしているが，
コロナ禍ということで入
国できず，労働力の確保
に大変苦労している。
今，フィリピンの実習生
を受け入れているが，５
人の実習生がまだ入国で
きていない状況。いい打
開策があれば教えていた
だきたい。

　技能実習生を含む外国人の入国につい
て，国は，今年１月の緊急事態宣言に伴
う外国人の新規入国停止措置を当分の間
継続することとしており，その緩和につ
いては，国内外の感染状況などを踏ま
え，慎重に判断する必要があるとしてい
ます。
　一方で，帰国が困難な技能実習生等に
対しては，特定活動への在留資格変更を
認め，引き続き就労が続けられるよう対
応がとられています。
　県としては，県内の技能実習生等の実
態を把握し，国にも現場の声を届ける
等，対応してまいりたいと考えておりま
す。

外国人
材受入
活躍支
援課

経営技
術課

水産業

「かごしま豊
かな海づくり
協会」の人工
種苗の安定的
な生産につい
て

　モジャコが取れなかっ
たら大変なことになる。
垂水の海づくり協会の人
工種苗の生産について，
これから先も考えていた
だきたい。

　ブリの人工種苗生産については，令和
２年度に24万尾の人工種苗を供給し,令和
４年度からは45万尾の生産・供給を目指
しているところです。
　今後とも，養殖業者からの御意見等を
伺いながら(公財)かごしま豊かな海づく
り協会と連携して，優良なブリ人工種苗
の安定供給に努めてまいります。

水産振
興課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

水産業

コロナ禍にお
ける水産業者
への継続的な
支援について

　コロナ危機において，
水産事業者に対する対策
を取っていただきたい。
　水産事業に関する予算
を，県・市がもう少し上
げれば，我々の負担も少
なくなると思っている。

　コロナ禍における水産業に対しては，
販売促進活動や県産水産物の認知度向上
への取組等について継続して支援してい
るところです。
　また，輸出の停滞などにより冷凍在庫
が滞留した事業者に対する保管料等の助
成や輸出商社等が行う販売促進活動，商
品開発等の取組を支援するなど，関係団
体等と連携しながら各種施策を行うこと
としています。
　なお，水産業の振興に必要な予算につ
いては，引き続き県開発促進協議会等を
通じ，国に要望しながら，事業費の確保
に努めてまいります。

水産振
興課

商工

新型コロナウ
イルス感染症
の影響を受け
た飲食店や仕
入れ業者に対
する支援につ
いて

　飲食店や仕入れ業者，
特にお酒を取り扱う店に
ついては，経営が厳しく
なるのではないか。事業
を継続しやすいように支
援をいただきたい。

　県では，県による飲食店への営業時間
の短縮要請，県外との往来自粛要請等に
伴い，売上高が大きく減少している県内
の中小企業，個人事業者等に対して，事
業全般に広く充当できる支援金を給付
し，事業者の事業継続を図ることとして
います。

商工政
策課

商工
中小企
業支援
課

中小小規模事
業者に対する
支援策につい
て

　商工会として，過疎地
域における中小小規模事
業者は，自らの事業のみ
ならず，地域における防
災，子育て，介護，伝統
行事の伝承等の役割を果
たしていかなければなら
ないと考えている。
　そのためにも，活力あ
る地域経済の実現によ
り，中小小規模事業者の
事業継承は欠かせないも
のと考えている。
　県として，中小小規模
事業者に対して，どのよ
うな支援を検討している
のか教えていただきた
い。

　
　事業承継における様々な支援策がある
中，県独自の支援として，次世代へ経営
をつなぐためのセミナーの開催，企業評
価にかかる経費への一部補助，支援機関
への専門人材の配置等に取り組んでいま
す。
　また，県では，サービス業を営む方々
の新たな販路開拓や生産性向上に向けた
取組に対する支援なども行っています。
　今後も，県内中小小規模事業者の方々
が自ら経営課題を解決していくことがで
きるよう，商工団体やよろず支援拠点等
の支援機関と連携しながら国の補助メ
ニューの活用と併せて，伴走型の支援に
取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

商工

空き家対策に
ついて

商店街の空き
店舗対策につ
いて

　空き家が多いことに寂
しさを感じる。特に垂水
の場合は，この国道沿い
の空き家と，一番肝心か
なめの商店街の閉店，
シャッターおろしの光景
が，毎日走るたびに寂し
さを感じる。

　空き家対策については，空家等対策の
推進に関する特別措置法により，市町村
が地域の実情に応じて必要な措置を講じ
るよう定められており，垂水市において
も，空き家の改修に助成が行われていま
す。
　県においても，空き家の活用を促進し
ており，空き家に関する市町村の相談窓
口等をホームページに掲載しております
ので，参考にしてください。
　また，県では，商店街活性化を目指す
商店街に対し，アドバイザーの派遣等の
支援を行うとともに，その取組事例をセ
ミナー等で紹介することにより，個性あ
る商店街づくりの取組を促進しておりま
す。アドバイザー派遣等の詳細は，県商
工政策課商業振興班までお問い合わせく
ださい。

住宅政
策室

商工政
策課

商工

商店街の活性
化対策として
の垂水街角美
術館について

　垂水の商店街の活性化
につなげていく取組とし
て，店舗内に展示室を作
り，そこに美術作品を展
示していく移動型美術館
を2019年２月に始めた。
ただ，垂水市内の商店街
の活性化という点では，
なかなか思うようにいっ
ていない状況である。こ
のような垂水街角美術館
の取組についてどう考え
るか。

　県では商店街活性化を目指す商店街に
対し，アドバイザーの派遣等の支援を行
うとともに，その取組事例をセミナー等
で紹介することにより，個性ある商店街
づくりの取組を促進しております。

商工政
策課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

農業
サツマイモ基
腐病の発生防
止について

　基腐病が広がらないた
めの，予防や消毒など，
ハウスに入る前に，鳥イ
ンフルエンザや口蹄疫並
みの消毒を，各農家がで
きるような体制ができれ
ばよいと考えている。

　基腐病対策は，ほ場に病原菌を「持ち
込まない」，ほ場で病原菌を「増やさな
い」，ほ場に病原菌を「残さない」こと
が基本となっています。
　このため，生産現場においては，育苗
ハウス入り口での靴底消毒や苗消毒の徹
底等による健全苗の生産，ほ場における
発病株の抜き取りと農薬散布，排水対策
等の励行，収穫後の早期耕耘等による残
渣の分解促進等の基本技術を徹底するよ
う指導しているところです。
　また，病原菌の拡散防止策としては，
発病のないほ場から作業を行うことや，
作業後に機械等の洗浄を行うこと等も併
せて指導しているところです。
　引き続き，発生状況を注視しながら，
基腐病対策に取り組んでまいります。

農産園
芸課

経営技
術課

農業
土地改良事業
の柔軟な実施
について

　人口が減少していく街
では農地が維持できない
ので，区画整理など，土
地改良事業がもう少し柔
軟にできるといいいので
はないか。

　垂水市においては，これまでも区画整
理や排水不良の改善，農道の整備等が実
施されており，生産性の向上や農作業の
効率化を図っているところです。
　土地改良事業には，様々な補助制度が
ありますので，具体的なご要望につい
て，垂水市を通じて大隅地域振興局農村
整備課へご相談ください。

農地整
備課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

農業
旧果樹試験場
跡地の有効活
用について

　旧果樹試験場跡地につ
いて，競売しても売れて
いない状況。有効活用し
ていただきたい。

　現在，購入に関する問合せも数件いた
だいている状況であり，売却による利活
用を進めてまいりたいと考えておりま
す。

経営技
術課

農業
お茶農家への
支援について

　お茶の価格低迷に苦慮
している。去年は，コロ
ナの影響で持続化給付金
があったが，今年そうい
う給付金がないと廃業せ
ざるをえないような状況
になる生産農家も出てく
るのではないか。鹿児島
県は日本一の茶の生産県
という自負を持ち，ぜひ
サポートしていただきた
い。

  令和３年産茶は，天候にも恵まれ，品
質も良く，県茶市場における平均単価
は，前年比18％増となっています。
  県においては，「かごしま茶」が生産
量・品質・産出額ともに日本一となるこ
とを見据え，茶業関係者・団体と一体と
なって，高収益な品種への転換，ドリン
ク原料や抹茶・紅茶など多様な茶づく
り，海外輸出に向けた有機JAS認証取得な
どの取組を支援し，茶生産者の所得の確
保と経営安定を図ってまいります。
  なお,現在，「消費意欲喚起かごしま
LINEクーポン発行事業」において,茶の消
費意欲喚起に努めているところです。

農産園
芸課

農業
有機農業の推
進について

　有機栽培・有機農業の
推進について，どのよう
に考えているか。

　有機農業は環境への負荷を低減するも
ので，その生産物等の国内市場は拡大し
輸出も増加しており，農産物の付加価値
を高めるという観点からも重要であると
考えています。
　県としては，「県有機農業推進計画」
に基づき，新たに有機農業を行う方への
支援など，有機農業の生産拡大や，実需
者と有機農業者との円滑な商談の支援な
ど，有機農産物等の消費・販路拡大に向
けた取組を推進してまいります。

経営技
術課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

インフ
ラ整備

錦江湾横断道
路の早期実現
について

　鹿児島市街地と桜島を
結ぶ錦江湾横断道路につ
いて，大隅半島の悲願な
ので，早期実現をお願い
したい。

　県としましては，本年６月に策定し
た，かごしま新広域道路交通ビジョン及
び計画において，新たに構想路線として
位置づけたところであり，今後とも，半
島間の往来の程度，経済的効果，事業の
採算性，国の協力方針，関係自治体や県
民の意向，県議会での御論議等を踏まえ
ながら，引き続き検討していく課題であ
ると考えております。
　まずは，可能性調査の結果や社会経済
情勢，新型コロナウイルス感染症による
生活様式の変化等を踏まえ，関係機関と
の意見交換を行いますとともに，情報収
集に努めてまいりたいと考えておりま
す。

総合政
策課

インフ
ラ整備

大隅横断道路
について

　大隅半島の場合，東九
州自動車道，大隅縦貫道
等が計画に上がっている
が，その整備と併せて，
大隅半島の真ん中を横断
する大隅横断道路みたい
なものを，県の計画の中
にぜひ入れていただきた
い。

　大隅地域においては，農業や観光の振
興を図る上で重要な道路である東九州自
動車道や大隅縦貫道，都城志布志道路な
どの整備を進めているところです。
　大隅半島を横断する道路構想につい
は，標高千メートルを超える高隈山系を
貫くトンネルの整備が必要となるなど，
大規模な事業となり，多額の事業費が見
込まれることから，多くの検討すべき課
題があると考えています。

道路建
設課

インフ
ラ整備

県道71号の整
備について

　県道71号，垂水南之郷
線については，道路整備
計画が途中で止まってい
る。この道路整備計画に
取り組んでいただきた
い。

　ご要望の区間1.3kmについては，令和３
年度より大野原工区として事業に着手し
たところであり，現在，測量設計を進め
ているところです。

道路建
設課
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

インフ
ラ整備

砂浜の開発に
係る規制緩和
について

　「道の駅たるみずはま
びら」は，砂浜を活用し
た道の駅づくりが重要だ
と思うが，県の規制の関
係で，砂浜の開発という
のは難しいとのこと。規
制緩和も含めて，検討い
ただきたい。

　当該海岸は，海岸法の規定に基づく海
岸保全区域に指定されており，各種行為
等を行う場合は許可が必要な場合もあり
ますので，具体的なご要望について大隅
地域振興局建設部へご相談ください。

河川課

総合政
策課

インフ
ラ整備

　大隅半島は，農業，畜産業，林業，水
産養殖も含めて，食料基地としてこれか
ら稼いでいく基盤になるような地域だと
思いますので，そういう農林水産業の発
展に向けての対策をしっかり取っていか
なければいけないと考えています。ま
た，観光についても，地域の持っている
資源をしっかり生かしていくようなこと
が必要だと考えています。
　錦江湾横断交通ネットワークにつきま
しては，本年６月に策定した，かごしま
新広域道路交通ビジョン及び計画におい
て，新たに構想路線として位置づけたと
ころであり，今後とも，半島間の往来の
程度，経済的効果，事業の採算性，国の
協力方針，関係自治体や県民の意向，県
議会での御論議等を踏まえながら，引き
続き検討していく課題であると考えてお
ります。
　まずは，可能性調査の結果や社会経済
情勢，新型コロナウイルス感染症による
生活様式の変化等を踏まえ，関係機関と
の意見交換を行いますとともに，情報収
集に努めてまいりたいと考えておりま
す。

錦江湾横断道
路も含めた大
隅半島への思
い

　知事は大隅半島につい
てどういった思いを持っ
ているか。
大隅の悲願ともいえる桜
島横断道路の件も含め，
知事の思いを聞かせてい
ただきたい。
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知事とのふれあい対話（垂水市）における
参加者の主な意見及びそれに対する県の対応等

担当
課室

意見項目 主な意見（要約） 県の対応等区分

インフ
ラ整備

県道71号の整
備について
（道路を覆っ
ている木の撤
去）

　県道71号線（大野原地
区付近）について，道路
に木が覆いかぶさってい
るので，そこの撤去をお
願いしたい。

　ご要望のあった県道71号線垂水南之郷
線の樹木撤去については，大野原地区よ
り垂水市街地側約1.2㎞の区間について，
樹木の高枝が繁茂し通行に支障がある状
況を確認したことから，当該区間の道路
敷地内の樹木について，県で伐採を行い
ました。
　民有地から道路にせり出している樹木
の場合は，原則としてその所有者が伐採
することとなります。

道路維
持課

教育
魅力ある県立
高校づくりに
ついて

　（県立高校の）特色や
魅力について，アピール
を県でも行っていただき
たい。

　高校は地域振興の核としても期待され
ており，地元自治体から様々な支援を受
けながら，地域や企業との連携，各校独
自の行事，学習指導や部活動など，魅力
ある教育活動を展開しています。今年度
は，各高校の特色ある教育活動や魅力を
発信するための広報力を高める事業を
行っているところです。

高校教
育課

教育

「農業の魅
力」を伝える
学校教育の取
組について

　農業の魅力が教育現場
で生徒に伝わっているの
か，学校教育での取組に
ついて考えを伺いたい。

　県教委では，中学生を対象に農業体験
学習やＰＲ動画による紹介を行うことで
農業の魅力を伝える機会を設けるととも
に，農業高校生を対象に国内外の先進的
農家等での視察や外部講師を招聘した研
修を実施しています。
　引き続き，農業の面白さを伝え，関心
を深められるような取組を行ってまいり
ます。

高校教
育課

広報

メディアやＳ
ＮＳ等による
情報発信につ
いて

　メディアを使った情報
発信ということで，フェ
イスブック等で情報発信
していただきたい。

　現在，Twitter，facebook，LINE，
Instagramを活用した情報発信を行ってい
るところですが，今後も，時機を逸せ
ず，より効果的な情報発信ができるよう
工夫してまいります。

広報課
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